
総務文教常任委員会 厚生常任委員会

議会事務局　☎0920（58）1379問い合わせ

議会事務局からのお知らせ

議長・副議長及び各委員会等の構成をお知らせします（平成25年6月7日就任）

議　　　長

議会運営委員会 長崎県病院企業団議会議員産業建設常任委員会

長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員

選挙管理委員会　☎0920（53）6111問い合わせ

新しい市民の代表が決まりました

　任期満了（5月31日）に伴う対馬市議会議員一般選挙が5月12日に告示され、24名が立候補。5月19
日の投票日には、市内125か所の投票所で一斉に投票が行われました。
　同日午後8時30分からシャインドームみねで即日開票された結果、21名の市民の代表が決定しました。（※敬称略）

選挙管理委員会からのお知らせ

計女男区　　　　分
対馬市議会議員選挙　投票結果　

27,47814,28313,195当　日　有　権　者　数
22,12311,50410,619投 　 票 　 者 　 数
18,0039,4258,578投票所での投票者数
3,7591,8521,907期日前投票者数
361227134不在者投票者数

5,3552,7792,576棄 　 権 　 者 　 数
80.5180.5480.48投　　　票　　　率

単位：人・％
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「いざ」という時に備えましょう
　梅雨に入り心配されるのが集中豪雨です。
　急な増水は思わぬ場所を危険地帯にします。今一度、皆さんが生活して
いる周辺の確認をお願いします。
　大粒の雨が降ってきた、水かさが増す、水が濁ってきたなど、「あやし
い」と感じたら即行動！即避難！を心がけましょう。

　 災害から身を守る日ごろの備え
　　
土砂災害　

○家の裏が急傾斜地である場合、過去に災害が起こった周辺は特に注意
　　　　　　　○長雨、豪雨の時は特に警戒が必要（大雨・洪水警報をチェック）
　　　　　　　○亀裂ができたり、山鳴り・湧き水・小石の落下など土砂災害前に起こる様々な前兆
　　　　　　　　現象を知っておく

　有事の際に「どこへ逃げるか」「どう避難するか」「家族との連絡方法は」など、ご家族で今一度確
認してみましょう。

市制施行10周年記念事業実行委員会公募委員を募集します

総務課からのお知らせ

市制施行10周年記念事業にあなたのアイデアを

　平成26年3月に市制施行10周年を迎えるにあたり、平成26年1月から3月にかけて記念式典や記念
公演を計画しています。
　10年間の歩みを絆とし、未来へむけて「対馬ヂカラ」を結集する機会にするために、皆様のアイデ
アを募集します。
○募 集 内 容　①10周年記念事業にふさわしい「キャッチコピー」
　　　　　　　②どんなイベントがあればいいか、などのアイデア
○提 出 方 法　任意の様式にアイデア・お名前・ご連絡先を明記のうえ、持参・郵送・FAX・Eメール
　　　　　　　により提出してください。
○提　出　先　持参：総務部　総務課・各地域活性化センター地域支援課
　　　　　　　郵送：〒817-8510　対馬市厳原町国分1441　対馬市役所　総務部総務課
　　　　　　　FAX：0920（53）6112　E-mail：tsushima@city-tsushima.jp
○提 出 期 限　平成25年7月12日（金）まで

○募 集 人 員　１名
○委員の任期　委嘱の日から平成26年3月31日まで
○応 募 資 格　・市内に住所を有し、現に居住する20歳以上の方
　　　　　　　・平日昼間に開催される委員会に出席可能な方
　　　　　　　・本市の他の審議会等の公募委員に２以上選任されていない方
　　　　　　　・行政機関の職員及び市議会議員ではない方
○応 募 方 法　総務部 総務課・各地域活性化センター及び対馬市ホームページ上に用意してある申込       
　　　　　　　書に必要事項を記入のうえ、持参・郵送・FAX・Eメールにより提出してください。
○応　募　先　持参：総務部　総務課・各地域活性化センター地域支援課
　　　　　　　郵送：〒817-8510　対馬市厳原町国分1441　対馬市役所　総務部総務課
　　　　　　　FAX：0920（53）6112　E-mail：tsushima@city-tsushima.jp
○応 募 期 限　平成25年7月5日（金）まで
○選 考 方 法　対馬市審議会等の委員の公募に関する要綱第９条第１項の規定に基づき選考
○報　酬　等　無報酬

総務部　総務課　☎0920（53）6111問い合わせ

広報つしま9



総務部　総務課　☎0920（53）6111問い合わせ

対馬市の“新鮮”力を募集します
～対馬市職員（平成25年10月採用）募集～

【第１次試験日】平成25年7月28日（日）
【申込受付期間】平成25年6月3日（月）～7月1日（月）

試験区分 職　種 採用予定 受　　験　　資　　格

総務課からのお知らせ

⑴昭和53年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれ
た人で、高等学校卒業以上の学歴を有する人
⑵民間企業等における職務経験が平成25年9月末現在
で通算して5年以上ある人

高校卒業程度
（社会人枠）

若干名一 般 事 務

⑴昭和53年4月2日から平成7年4月1日までに生まれ
た人（学歴・性別は問いません）
⑵採用試験申込日現在、障害者基本法第2条に定める
障がい者で、障害者手帳の交付を受けている人
⑶自力による通勤ができ、かつ、介護者なしに職務の
遂行が可能な人
⑷通常の勤務時間（原則として週38時間45分、1日7
時間45分）に対応できる人
⑸通常の活字印刷文による出題及び口述による面接試
験に対応できる人

そ　の　他
（障がい者枠） 一 般 事 務 約1名

管理課からのお知らせ

ご注意ください！久田道交差点の誘導方法が変わります

建設部　管理課　　　☎0920（53）6111
対馬振興局　河港課　☎0920（52）1311

問い合わせ

　現在建設中の厳原港臨港道路（厳原～久田）は、７月下旬に供用開始を予定しています。
　これに伴い、6月24日（月）から、久田道交差点における信号機による交通誘導方法が変わります。
通行の際は案内に従って通行願います。

長 崎 県
信 漁 連
対馬支所

駐車場

←久田

←未供
用区間

（工事
中） 

　7月
末供用

開始

①

②
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②厳原市街地 →
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↓

※同番号の車が
　交わります
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福祉課からのお知らせ

お忘れなく!  6月は児童手当現況届の提出月です

福祉事務所　福祉課　☎0920（58）2294問い合わせ

　現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受けられるかどうかを確認
するための大切な届出です。
○提　出　期　限　平成25年6月30日（日）
○必要な添付書類　◇請求者が社会保険（会社員など）の場合
　　　　　　　　　　⇒健康保険被保険者証の写しなど
　　　　　　　　　◇平成25年1月1日時点で対馬市に住民登録のなかった方
　　　　　　　　　　⇒前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書など
※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。
　提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期限までに提出してくだ
さい。

健康増進課からのお知らせ

ご存知ですか？慢性腎臓病（CKD）

　慢性腎臓病（CKD）は自覚症状が出にくく、気づかないまま放置するとどん
どん進行して腎臓移植や人工透析が必要になる病気です。
　CKDは、メタボリックシンドロームや糖尿病などが原因で起こりますが、早
期発見・早期治療によって進行をおさえることもできます。
　CKDを予防し、ご自分の健康管理をするために年に1度は必ず特定健診を受
け、年ごとの健診結果の数値変化を確認することが大切です。

福祉保健部　健康増進課　☎0920（58）1116
対馬保健所　　　　　　　☎0920（52）0166

問い合わせ

　島の宝である子どもたちの未来のために、地域・離島の「うまれる」ということについて各地からパ
ネリストを招いて討論します。
　島の子どもたちを守るのは、島民であるあなたです。みんなで「島のお産」について考えましょう。
○日　　時　平成25年7月21日（日）9：00～12：30
○場　　所　対馬市交流センター2階　イベントホール
○主　　催　へき地・離島周産期フォーラムin対馬実行委員会
　　　　　　（対馬市・対馬いづはら病院）
○パネリスト　
・対馬市民代表
・対馬：対馬いづはら病院　山内 祐樹氏
・新潟：佐渡総合病院　石田 道雄氏
・群馬：西吾妻福祉病院　伊藤 雄二氏　
・長崎医療センター　安日 一郎氏
・八丈島：町立八丈病院　藤井 浩一氏
・奄美諸島：名瀬徳洲会病院　小田切 幸平氏
・徳之島：がじゅまるの家代表　野中 涼子氏　

福祉保健部　健康増進課　☎0920（58）1116問い合わせ

へき地・離島周産期フォーラムin対馬
　　　つしまの「うまれる」の会　を開催します
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教育委員会　厳原地区生涯学習センター　☎0920（52）0363問い合わせ

対馬市厳原プールが開館します

　厳原総合公園（厳原町久田）内の対馬市厳原プールが開館いたします。
　皆さんのご利用をお待ちしています。
　○開館期間　6月29日（土）・30日（日）
　　　　　　　7月6日（土）・7日（日）、13日（土）・14日（日）、19日（金）～31日（水）
　　　　　　　8月1日（木）～31日（土）
　○休 館 日　（7月）22日（月）・29日（月）
　　　　　　　（8月）毎週月曜日・15日（木）
　○開館時間　9：00～17：00
　○利用料金　高校生以上200円・中学生以下100円

●厳原港
フェリー
ターミナル

対馬市役所●

久田小●

久田中●

厳原港

厳原総合
公園

久田道

厳原

久田

専用駐車場

野球場 陸上競技場

テニス
　コート

厳原総合公園

厳原
プール

厳原方面
→

教育委員会からのお知らせ

高麗門移転に関する皆様のご意見を募集します

　厳原町今屋敷（県立対馬歴史民俗資料館前）にある、市指定有形文化財「桟原城跡の高麗門」の移転
を検討しています。
　つきましては、次の方法でパブリックコメントを募集します。
○公 表 場 所　◇対馬市教育委員会文化財課（美津島文化会館内）
　　　　　　　◇対馬市ホームページ「パブリックコメント」
○募 集 期 間　平成25年6月17日（月）～7月16日（火）まで
○応 募 資 格　市内に住所を有する方、市内に通勤通学をしている方、市内に事務所または事業所を有
　　　　　　　する方、市内で活動をしている団体の方
○応 募 方 法　任意様式に、標題「高麗門移設に対する意見」として、住所・氏名（法人その他の団体

にあっては、当該団体の所在地および名称並びに代表者の氏名）、意見を明記し、持
参・郵送・FAX・Eメールにより提出してください。

○応　募　先　持参：教育委員会　文化財課（美津島文化会館内）
　　　　　　　郵送：〒817-0322　対馬市美津島町雞知甲1287-1　対馬市教育委員会　文化財課
　　　　　　　FAX：0920（54）4046　E-mail：k_bunkazai@city-tsushima.jp
○そ　の　他　提出されたご意見の概要や意見に対する市の考え方などは、住所・氏名などの個人情報

を除いて対馬市のホームページで公表を予定しています。
　　　　　　　ただし、募集の趣旨と直接関係の無いご意見等については、パブリックコメント手続の

意見として取り扱いません。

教育委員会　文化財課　☎0920（54）2341問い合わせ

◎ご注意ください!!　　お車でお越しの際は、必ず「厳原総合公園」の専用駐車場をご利用願います。
　　　　　　　　　　　久田中学校敷地内への駐車はご遠慮ください。
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「お口“いきいき”健康支援（口腔ケア）事業」実施中です

福祉保健部　保険課　　　　　　☎0920（58）1117
長崎県後期高齢者医療広域連合　☎095（816）3930

問い合わせ

　長崎県後期高齢者医療広域連合では、疾病予防や身体機能の向上を目的とした「お口“いきいき”健康
支援（口腔ケア）事業」を実施しています。
　お口の中の衛生、かむ力、飲み込む力といった口腔機能の向上は、食事をおいしく食べるだけでなく、
全身の健康や生活全体の活性化につながります。
　みなさんも、ぜひこの機会にお口の健康指導を受けてみませんか？
○対　象　者　後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方
　　　　　　　(県外居住の方や医療機関等へ入院（所）中の方は除きます)
○申 込 方 法　福祉保健部保険課または広域連合に電話等で申し込みください。
○受 診 方 法　広域連合から送付する受診券により長崎県歯科医師会加盟の
　　　　　　　歯科医院で、3回を限度にお口の健康指導が受けられます。
○自 己 負 担　無料
○申込み期間　平成25年12月20日（金）まで

保険課からのお知らせ

後期高齢者医療被保険者証（保険証）が新しくなります

　現在ご使用いただいている保険証の有効期限は、平成25年7月31日までです。
　新しい保険証を７月中に交付いたします。なお、手続きは必要ありません。　

　「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示していただくことで、受診時の窓
口での支払いが自己負担限度額までになります。また、入院中の食事代が減額されます。
○認定の対象となる方は…
　住民税非課税世帯に属している方（同一世帯の全員が住民税非課税の場合）
○既に交付を受けている方は…
　現在ご使用いただいている認定証の有効期限は、平成25年7月31日までです。引き続き対象となる
　方には、新しい認定証を保険証と一緒に交付いたします（申請の必要はありません）。
○新しく交付を受ける方は…
　保険課・各福祉保健センター・各地域活性化センター住民生活課で手続きを行ってください。
　◎申請に必要なもの…印鑑

福祉保健部　保険課　☎0920（58）1117問い合わせ

※保険料の納付が滞っている方には、有効期間が短い保険証を交付する場
　合があります。納付についてはお早めにご相談ください。
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今年のサマージャンボ宝くじは
　      １等・前後賞合わせて５億円

7月10日（水）～8月2日（金） 8月13日（火）発売期間 抽せん日

1等…3億円×26本　前後賞各…1億円×52本
（発売総額780億円・26ユニットの場合） （発売総額780億円・26ユニットの場合）

（発売総額270億円・9ユニットの場合）

1等…2,000万円×450本2000万サマーと同時発売

今年のサマージャンボ宝くじは
　      １等・前後賞合わせて５億円

この宝くじの収益金は
市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます



姫神山の山頂から絶景を望む

地域マネージャー通信
VOL.22

地域再生推進本部　☎0920（53）6111問い合わせ

美津島町緒方地区

瀬地区（厳原町）の地域づくり計画が完成

　平成25年3月、厳原町瀬地区の「地域づくり計画」が作成され
ました。
　「地域づくり計画」とは、地域主体のまちづくりを実践していく
ため、各地区の住民が地域の実情を踏まえながら作り上げた、地
区の将来像をまとめた計画書です。
　現在、各地区で計画策定にむけて話し合いが行われています。
　みなさんの地区でもぜひ作成をお願いします。

※地域づくり計画に記載されたソフト面の懸案事項は、優先的に
　支援されます。

　今回の地域マネージャー通信は、美津島町緒方地区の取
り組みを紹介します。
　平成25年2月23日、任意団体「あいネットつしま」と地
区内事業所「対馬ひめがみ」、地域マネージャーが協力し
て「第2回あいネットつしま きょうだいのつどい」を開催
しました。これは、障がい等によって支援を必要とする子
どもの兄弟姉妹を対象に、交流と親睦をはかることを目的
に行われたイベントで、あいネットつしま会員やその保護
者等、19人が参加しました。
　当日、参加者は40分かけて姫神山砲台跡までトレッキン
グし、下山して対馬ひめがみ加工所で昼食をとったあと、
イカたたきを体験しました。
　イベントに参加した子どもたちは姫神山頂上でやりとげた達成感、素晴らしい景色に歓喜の声を
あげました。また、初めてイカたたきを体験し、満面の笑みをうかべながら自分でたたいたイカを
口いっぱいにほおばっていました。
　スタッフの綿密な企画、確認と細やかな心遣いもあり、イベントは大成功に終わりました。

【参加した地域マネージャーの感想（抜粋）】

　このような事業の一役を地域マネージャーとして
携わることができ、とても良い経験になりました。
　今回の事業を無事に終えたことで、外部からの交
流受け入れは地区を活性化すること、外部に対する
働きかけは重要であることを感じました。地域活性
化のきっかけづくりのヒントになりました。

対馬ひめがみでイカたたきを体験

認定6号!

地区で何か計画している場合は、各地区の区長さんや担当地域マネージャーにご相談ください。
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対馬市島おこし協働隊事務局（地域再生推進本部内）　☎0920（53）6111問い合わせ

島おこし協働隊活動レポート島おこし協働隊活動レポート島おこし協働隊活動レポート対馬市

　民間伝承保全担当の細貝です。民間伝承というと、「いったいどんなことをするの？」「昔話とか

伝統的な踊りを調べるの？」といったご質問を受けます。民間伝承は、「主に文字化されずに生活の

中に脈々と引き継がれてきたもの」を指します。よって、民間伝承の対象は衣食住にまつわる知識

や技術から祭事、遊びといった幅広いものになります。

　私は対馬の膨大な民間伝承の中でも特に、各地域に

残っている伝統的な衣食住の中から、「自然資源の活

用法や資源を無駄なく利用する仕組み」を探っていき

たいと考えています。4月に着任してから、仁田紙

（コウゾの樹皮を用いた手漉き紙）・麻布や伝統野菜

（メナガ）に関することの聞き取りを始めました。ど

れも興味深く、活動を始めたばかりですが、市民の皆

様の人情や、やさしさに触れながら、私が未だに見ぬ

島の宝を3年間でどれだけ堀起こし、継承できるか、

そう考えるだけでもわくわくしてきます。今後、私が

調べていきたいことは、主に次のとおりです。

⑧⑧⑧

　どれもこれも、対馬の暮らしに関することなので、たとえば「う

ちのじいちゃんは昔の農業に詳しいよ」「近所の○○さんは△△作

りがうまい」といったことをみなさんからお知らせいただけると、

とてもうれしいです。

　文献を読む限り、対馬ではそう遠くない昔、身の回りにある自然

と脈々と伝えられてきた知識を使って、衣食住のほぼすべてを手仕

事でまかなっていた時代がありました。そうした時代の記憶がある

うちに、伝統的な知恵や技術の中から現在の暮らしに活かせるエッ

センスを学んでいきたいと思います。普段は上県地域活性化センタ

ーに所属し、上対馬・上県・峰を中心に活動していますが、範囲は

対馬全域。みなさまのお宅にお邪魔の際はいろんなことを教えてく

ださいね。

◎今回は、民間伝承保全に取り組む細貝隊員からのレポートを紹介します。

「衣」としての麻布の利用（舟志地区）

　民間伝承と言えば、日本を代表する民俗学者で離島振興法の父と呼ばれる宮本常一。その代表
作『忘れられた日本人』の冒頭で上県町伊奈地区が紹介されています。今月より、細貝隊員は伊
奈の古民家に移り住み、民間伝承を肌で感じながら暮らすと意気込んでいます。“現代の宮本常
一”と呼ばれるほどに頑張ってほしいですね。細貝隊員の今後の活躍に乞うご期待！

①年間の作業暦（作物の農業暦なども含める）　②山野草の利用法
③保存食品など昔から家庭で作られてきたものについて　④対馬の手仕事
⑤畑作地・木庭作地の土地利用

細 貝 隊 員 の 小 ネ タ

広報つしま15

みや  もと  つね いち



年金コーナー年金コーナー
国民年金の保険料のお支払いが困難なときは…

【問い合わせ】
　日本年金機構長崎北年金事務所　☎095（861）1582

○日時 7月17日（水）13：30～17：00
　場所 美津島地域活性化センター 別館会議室
○日時 7月18日（木）  9：00～17：00
　場所 対馬市役所　別館会議室
★年金相談は予約制です。

《長崎北年金事務所の出張年金相談》

詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

予約先 ☎095（861）1387

農林水産部　農林振興課　☎0920（53）6111問い合わせ

も 　 り

も 　 り

も り

も り

も り

未来に繋ごう！豊かな森林
　　平成24年4月1日より施行されました「対馬市森林づくり条例」。
　今回は “対馬市森林づくり委員会” 第8回の会議結果について紹介します。
　第8回会議では、“対馬市森林づくり基本計画” に係るパブリックコメ
ントの内容検討と対馬市における伐採全般に係るルールである “対馬市伐
採ガイドライン” の最終案について、活発な意見交換を行いました。
　パブリックコメントでいただいた「森林資源を観光分野で活用するた
めの遊歩道整備への助成事業の創設」や「将来を担う子供達の広域的な
組織づくり」等について、基本計画に盛り込むこととし、最終案として
確定しました。また、伐採ガイドラインについては、１箇所あたりの伐採の上限面積や尾根筋・渓畔
林・海岸林等に対する目的に応じた緩衝帯の設定面積等について、委員会としての一定の方向性を確認
しました。
　“対馬市伐採ガイドライン” については、下記のとおり林業を生業としている皆さん方等との意見交換
会を開催する予定です。

　なお、意見交換会及び委員会は公開で行なっています。豊かな森林を未来に繋ぐしくみづくりに参加
してみませんか？

対馬市森林づくり条例コーナー⑫

平成25年6月19日（水）
15：00～16：30

平成25年6月19日（水）
10：30～12：00

日　　　時 　　　　　　  場　　　所 　　　　　　　 内　　　容
【伐採ガイドラインに係る意見交換会日程】

上対馬総合センター
第3研修室

対馬市交流センター
第3会議室

・ガイドライン（案）の内容説明

・内容に対する意見交換

保険料免除制度
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請をして認められれば保険料の全額、
または一部が免除となる「保険料免除制度」や「一部納付（免除）制度」などがあります。免除の期間は、申
請した年度の7月から翌年の6月までの1年間です。
　保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、
障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、ぜひ活用しましょう。免除された保険料
は10年以内であれば、後から納めることができますが、2年を過ぎると加算額がつきます。

①全額免除制度
　申請して認められれば保険料の全額が免除されます。
②一部納付（免除）制度
　申請して認められれば保険料の一部を納付、残りの保険料は免除されます。
　一部免除には、4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除 の3種類があります。
　なお、一部免除された期間については、免除された額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱わ
　れますので、ご注意ください。
　保険料の免除を受けるには、本人のほか、配偶者や世帯主などの前年所得が所得基準の範囲内である必要
　があります。ただし、所得基準を超えていても失業などの理由によって保険料が免除される場合があります。

☆平成25年度分の申請は、7月から受け付けます。　

　　免除申請には、年金手帳、印鑑などが必要ですが、他に
　も添付していただく書類が必要な場合もあります。
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